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介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に

は
、
ま
ず
介
護
認
定
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
介
護
保
険
課
ま

た
は
、
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

で
認
定
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
は
本
人
・
家
族
の
ほ
か
、
高

齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー
や
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
な
ど
が
代
行
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
電
話
や
窓
口
で

気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
方
法
や
高
齢
者
相
談
の
詳

細
は
市
HP
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

介護保険制度が変わります
保険料の所得段階の細分化・介護施設利用時における居住費などの自己負担限度額
　介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みである介護保険制度は平成12年度から開始され
ました。市の介護保険事業の運営に当たり、３年を１期として事業計画を策定することになって
おり、令和６～８年度は第９期となります。
　本年度からの制度の主な変更点をお知らせします。
問　介護保険課（保険料係＝☎︎27－2742・給付係＝☎27－2743）

本
市
の
高
齢
化
の
状
況
と
介
護

給
付
費

　
本
市
の
高
齢
者
数
は
一
貫
し
て

増
加
し
て
お
り
、
令
和
５
年
10
月 

１
日
現
在
の
高
齢
化
率（
総
人
口

に
占
め
る
65
歳
以
上
の
人
の
割
合
）

は
25
・
６
％
と
な
り
ま
し
た
。
要

介
護
・
要
支
援
認
定
者
数
や
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用（
介

護
給
付
費
）も
年
々
増
加
し
て
い

ま
す
。
令
和
７
年
に
は「
団
塊
の

世
代
」の
全
て
の
人
が
75
歳
以
上

に
、
令
和
22
年
に
は「
団
塊
ジ
ュ

ニ
ア
世
代
」が
65
歳
以
上
に
な
る

な
ど
、
人
口
の
高
齢
化
は
ま
す
ま

す
進
行
す
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま

す
。

介
護
給
付
費
の
財
源

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用

の
う
ち
利
用
者
の
自
己
負
担
分
を

除
い
た
も
の
を
介
護
給
付
費
と
い

い
ま
す
。
介
護
給
付
費
の
財
源
は

全
国
一
律
で
50
％
が
保
険
料
、
残

り
の
50
％
を
公
費（
国
・
県
・
市

の
負
担
金
）で
賄
う
と
決
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
保
険
料
の
50
％
の
内

訳
は
、
23
％
が
65
歳
以
上
の
人
の

保
険
料
、
27
％
が
40
歳
か
ら
64
歳

ま
で
の
人
の
保
険
料
で
す
。

介
護
保
険
料
の
所
得
段
階
を�

�

細
分
化
し
ま
し
た

　
65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料

は
、
市
全
体
の
介
護
給
付
に
必
要 

な
費
用
な
ど
か
ら
算
出
さ
れ
た「
基 

準
額
」を
基
に
し
て
、
本
人
と
世

帯
の
課
税
状
況
や
所
得
に
応
じ
て

段
階
的
に
決
め
ら
れ
ま
す
。
第
９

期
の
65
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
の

「
基
準
額
」は
、
介
護
給
付
費
準
備

基
金
を
取
り
崩
す
こ
と
で
上
昇
を

抑
制
し
、
第
８
期
と
同
じ
７
万
２

０
０
０
円
に
据
え
置
き
ま
す
。

　
ま
た
、
よ
り
負
担
能
力
に
応
じ

た
保
険
料
設
定
と
な
る
よ
う
、
保

険
料
所
得
段
階
を
こ
れ
ま
で
の
12

段
階
か
ら
13
段
階
に
変
更
し
ま
し

た
。
段
階
を
区
分
す
る
所
得
金
額

と
基
準
額
に
対
す
る
割
合
が
一
部

変
更
と
な
り
ま
す
が
、
第
１
段
階

か
ら
第
３
段
階
の
保
険
料
の
軽
減

は
継
続
し
て
実
施
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
所
得
段
階
を
変
更

４月
から

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に
は

介護給付費の財源の内訳
65歳以上の
人の保険料
23.0％

40歳から
64歳までの
人の保険料
27.0％

市の負担金
12.5％

県の負担金
12.5％

国の負担金
25.0％

公費
50％

保険料
50％

基準額の決め方

＝ × ÷基準額
（年額）

伊勢崎市で介護保険の
給付にかかる費用

65歳以上の人の
負担割合（23％）

伊勢崎市の
65歳以上の人数

所得段階 対象 割合 保険料（年額）

第１段階

●生活保護を受給している人
●世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人
●�世帯全員が市民税非課税で本人の前年の「公的年金等収入金額」と「合
計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた額」の合計が80万
円以下の人

基準額×0.285�
（軽減後） 2万500円

第2段階

本人が
市民税
非課税

世帯全員が
市民税非課
税の人

本人の前年の
「公的年金等
収入金額」と
「合計所得金
額から公的年
金等に係る雑
所得を除いた
額」の合計が

80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.485�
（軽減後） ３万4,900円

第３段階 120万円を超える人 基準額×0.685�
（軽減後） 4万9,300円

第4段階 同じ世帯に
市民税課税
者がいる人

80万円以下の人 基準額×0.85 ６万1,200円

第5段階 80万円を超える人 基準額 7万2,000円

第６段階

本人が市民税課税
本人の前年の
「合計所得金
額」が

120万円未満の人 基準額×1.20 ８万6,400円
第7段階 120万円以上210万円未満の人 基準額×1.30 ９万3,600円
第８段階 210万円以上320万円未満の人 基準額×1.50 10万8,000円
第９段階 320万円以上420万円未満の人 基準額×1.70 12万2,400円
第10段階 420万円以上520万円未満の人 基準額×1.90 13万6,800円
第11段階 520万円以上620万円未満の人 基準額×2.10 15万1,200円
第12段階 620万円以上720万円未満の人 基準額×2.30 16万5,600円
第13段階 720万円以上の人 基準額×2.40 17万2,800円

所得段階と介護保険料（第９期・伊勢崎市）

居住費・食費の自己負担限度額（１日当たり）
８月から

担当圏域地図

　
所
得
や
預
貯
金
な
ど
が
低
い
人

の
介
護
施
設
利
用
が
困
難
と
な
ら

な
い
よ
う
に
、
所
得
に
応
じ
た
負

担
限
度
額
ま
で
を
自
己
負
担
し
、

基
準
費
用
額
と
の
差
額
が
介
護
保

険
か
ら
給
付
さ
れ
ま
す
。
在
宅
で

介
護
を
受
け
る
人
と
の
公
平
性
な

ど
の
観
点
か
ら
、
下
表
の
と
お
り

居
住
費
の
自
己
負
担
限
度
額
の
見

直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
変
更
箇

所
は
表
の
赤
枠
の
部
分
で
す
。

「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

証
」の
交
付
申
請
が
必
要
で
す

　
基
準
費
用
額
と
の
差
額
の
給
付

を
受
け
る
に
は
、
介
護
保
険
負
担

限
度
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
通
帳
な
ど

の
写
し
、
金
融
機
関
な
ど
へ
の
預

貯
金
照
会
の
同
意
書
を
添
え
て
直

接
ま
た
は
郵
送
で
介
護
保
険
課
ま

た
は
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
電

子
申
請
で
申
請
手
続
き
を
行
う
こ

と
で
、
窓
口
で
の
待
ち
時
間
が
な

く
な
り
大
変
便
利
で
す
。
詳
し
く

は
市
HP
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
令
和
６
年
度
分
の
申
請
は
７
月

１
日（
月
）か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

　
令
和
６
年
度
負
担
限
度
額
認
定

証
の
有
効
期
限
は
、
８
月
１
日
か

ら
令
和
７
年
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

※
令
和
５
年
度
負
担
限
度
額
認
定

を
受
け
て
い
る
人
に
は
、
６
月
下

旬
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す

介
護
施
設
利
用
時
の
居
住
費
の

自
己
負
担
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

８月から

名称 所在地 電話番号

本
庁

介護保険課�認定係
（介護認定に関すること） 今泉町二丁目410

番地
本館１階5番窓口

27－2744
介護保険課�給付係
（介護給付に関すること） 27－2743
介護保険課�保険料係
（介護保険料の納付に関すること） 27－2742

各
支
所

赤堀支所�市民サービス課 西久保町一丁目
64番地5 62－9792

あずま支所�市民サービス課 東町2668番地１ 62－9909
境支所�市民サービス課 境637番地 74－0368

本庁・各支所

※いずれも受付時間は平日午前８時30分から午後5時15分までです

高齢者相談センター（地域包括支援センター）
担当
圏域 名称 所在地 電話番号
①�北・
三郷

高齢者相談センター
北・三郷

大手町１番地１
（美原診療所東側） 27－4548

②�南・
茂呂

高齢者相談センター
南・茂呂

今泉町二丁目410番地
（市役所本館１階） 27－2745

③殖蓮 高齢者相談センター
殖蓮

豊城町2780番地2
（特別養護老人ホーム
ロータスヴィレッジ内）

27－5039

④宮郷 高齢者相談センター
宮郷

連取町528番地１
（モスバーガー駐車場南西） 23－6100

⑤名和 高齢者相談センター
名和

韮塚町11番地
（恵風荘デイサービスセンター内）20－7575

⑥豊受 高齢者相談センター
豊受

馬見塚町1196番地１
（特別養護老人ホームゆたか内）27－7703

⑦赤堀 高齢者相談センター
赤堀

間野谷町135番地１
（介護老人保健施設旭ヶ丘内） 63－1500

⑧東 高齢者相談センター
東

三室町4014番地20
（大井戸診療所西側） 75－5966

⑨境 高齢者相談センター
境

境百々421番地
（鶴谷病院敷地内別館西棟） 74－8039

介護保険制度が変わります

利用者
負担段階 所得の状況 預貯金などの�

資産の状況

居住費（滞在費）
食費

従来型個室 多床室 ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

１
生活保護受給者など

単身：1,000万円以下
夫婦：2,000万円以下

550円
（380円） 0円 880円 550円 300円

世
帯
全
員
が
　

住
民
税
非
課
税

老齢福祉年金受給
者

2
前年の合計所得金
額＋年金収入額が
80万円以下の人

単身：650万円以下
夫婦：1,650万円以下

550円
（480円） 430円 880円 550円 390円

【600円】

３①

前年の合計所得金
額＋年金収入額が
80万円超120万円�
以下の人

単身：550万円以下
夫婦：1,550万円以下

1,370円
（880円） 430円 1,370円 1,370円 650円

【1,000円】

３②
前年の合計所得金
額＋年金収入額が
120万円超の人

単身：500万円以下
夫婦：1,500万円以下

1,370円
（880円） 430円 1,370円 1,370円 1,360円

【1,300円】

基　準
費用額

●�本人もしくは配偶者、または世帯員が住民
税課税の人

●預貯金額が一定以上の人

1,728円
（1,231円）

437円
（915円）2,066円 1,728円 1,445円

※（�）内は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額
※【�】内は、短期入所生活（療養）介護を利用した場合の金額
※世帯全員には世帯分離している配偶者や内縁関係の人も含む

▲市HP

◀申請方法

高齢者相談▶


